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o

拆 

を
以
て
組
織

.
せ
ら

る
、
一
の
公
設
機
關
が
賃
鈒

Q

決
定
に
干
涉
し
、少
な
く
ビ
も

、
-

^

 
K

y

す
る
議

ir 

餹
法
に
於 

の
諸
製

® 

名
の
委
貝 

の
名
獬
は 

ら
し
む
る 

得
る
に
非 

を
設
け
以 

せ
ん
ド

”
し 

於
て
歷
然 

か
益
々
無
給 

の
勿
く
法
你 

賃
銀
の

*

低

に 遏 宛 を U 上 一 等 店

.' 」ン:.な:I

|

\

:丨
I!
1
i

限
度
を
公
定
す
る
制
度
の
、
グ

1

ク
ト
リ
ァ
に
行

« -

る
、
に
就
て

.

は
、當
時
の
經
濟
事
情
の
之
を 

然
ら
し
む
る
も
の
な
れ
る
こ
と
を
知
&
ざ
る
可
か
ら
ず
。蓋
し
グ

*

ク
ト
リ
ァ
州
の
發
達
こ

^

 

與
す
る
こ
と
の
最
も
大
な
り
し
は
千
八
西
五
十
年
代
に
於
け
る
金
鑛
の
發
觅
に
し
て
、當
時
他 

.

.

.

' 

州
•又
は
外
國
よ
り
移
住
民
の
渡
來
す
る
も

の
,少

な
か
ら
ず
。金

產
額

減
少
の
後
に
於
て

は
、
移
住

K

は
農
牧
の
業

.

.
に
從
ぅ
一
方
に
、製
造
業
を
起
し
千
百
六
十
年
ビ
千
八
西
八
十
年
ど
を
比
較
す 

る
に
、耕
地
は
四
十
萬
七
千
，土
丨
力
ー
よ
り

- :
r

H
八
十
萬

H 

!

ヵ
ー
に
、羊
毛
，の
轍
出
高
は
ニ

1-
3

范
：
 

破.
よ

P
六
W

五
十
馮
磅
に
、製
造
エ
場
の
數
鸩
四
诉
七
十
ニ
よ
り
ニ
千
三

W 

ニ
十
吗
に
、人
.ロ
は 

I”

3£
十
三
萬
七
千
八
西

.

四
+

七
人
よ
り
八
十
六
莴
六
十
七
人
に
增
加
し
れ
り
。而
し
て
千
八
西
八

十
六
年
よ

.

り
千
八
西
九
十
年
に
至
る
數
年
間
、グ
并
ク
ト
リ
ァ
州
の
繁
滎
は
殊
に
著
し
き
を
致 

:
：

_ 

し

れ

る
が
、千
八
西
九
十

】

年
來
不
最
氣
の
狀
態
に
陷
り
、チ
八

-̂
九
十
三
年
に
恐
«
を
惹
起
し 

V
:

:

加
ふ
る
に
千
八
西
九
十
五
，年
の
旱
魃
を
以

.
て
し
て
、經
濟
上
の
打
，擊
甚
だ
し
き
に
至
れ

b

。®!
よ 

. 

り
此

!n
l

に
於
て
も
最
低
賃
銀
の
公

.
定を以て、過激
の
手
段
な
し
て
、
之を喜ばず、

# ,
の
0 

S

な

る

方

法

を

以

て

之

.に

代

ら

しめ
ん
ビ

し
た
る
論
.者
あ

P

O

0

ち
論
者
《
勞
働
潘
が
各

0

の
 

居
宅
に
於
て
內
職
に
當
る
を
以
て
、一

.

» .
の
免
許
營
業

t

し
、®

督
官
を
し
て
居
宅
を
監
視
せ
し

'

雜
斗
卷

(
一

三三九

)  

'論
•

魏

ァ

禅

に

新

西

菌

勞

働

立

法

の

近

況

饿

f

锶

ー
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第

十

卷(
一

湯

9.
 

‘論

.
説ゲヰタトリア邦は新悪努働立法の近

.
況.

谘十贼

 

八
 

む
る

S

典
に
、出
來
合
衣
服
に
は

3e
裁

鏠
に
當
れ
る
勞
働
费
の
姓
名
住
所
を
揭
げ
、以
て
購
貢
潘 

を
し
て
其
ス
エ
ッ
チ
ン
グ
の
產
物
れ
る
こ
ぐ

J

を
容
易
に
知
ら
し
む
る
の
案
を
提
出
し
た
、

x

ど 

、も

(

英
國
に
於
て
最
低
赁
龈
裁
定
局
法
の
下
に
闾
局
の
組
織
せ

&

る
、
ま
で
、ス
工
ッ
チ
ン
グ
に 

對
し
て
實
行
し
た
る
取
締
法

^

同
一
な

1

斯
る
方
法
は
未
だ
ス
ユ
ツ
デ
ン
グ
を
抑
歷
す
る
に 

M
.
ら
さ
る
の
反
對
あ
り
、

又
議
會

R

於
て
製
造
業
者
の
利
害
を
代
表
す
る
恶
の
攻
擊
.を
受

け
て 

/ r
终

1

6
し
す

b
 

し
て

^

る
提

^

办
#*
^

せ
ら
れ
て
賃
銀
公

®

の
刺
度
の
承
認
せ
ら
れ

te 

ォ
丨

®

て
は
一
僧
侶
の
^
勞
風
つ
て
大
な
る
も
の

あ
り
し
こ

^

を
認
*

め
ざ

る
可

か

ら
。ず

0

ち 

少
エ
ス

レ
ィ

ャ
ン
敎
會
の
長
老

工
ー
、
ア

I

ル
、
工
ッ
ド
ガ

I

氏
は

メ
ル
ボ
ー

ン
市
に

於
て
ス
工 

ッ
チ
ン
グ
に
芮

し
め
る

勞
働
衮
の
勞
働
並
に
生
活
狀
態
に
就
て
年
來
踏
赍

す
る

所

あ
タ
委

M

 

，
に
參
考
人
ビ

L
 
.て

喚
問

せ
ら
る

S

や
、@

己
の
有
す
る
材
料
を
提
供
し
て
、

赁
鈒
公

定
機
關
設 

立
.の
必
耍
を
主
張

す
る
ビ

典

に
、
0
家
の
敎
俞
を
擧
げ
て

' 

ス
ユ
ッ
チ
ン
グ
反
對
運
激
の
ド
邊
に 

充
て
す
八
丌
九
ィ
五
年
七
月
ニ
十
三
！！：
ビ
ー
コ
ッ
ク
、オ
ー
ド
氏
等

^

共
に
、メ
ル
。ホ
ー
ン
市
に 

ゥ

’
ク
ト
リ
ア
非
ス
エ
ッ
チ
シ
グ
協
會
な
る
も
の
を
組
織
し
、ス工
ッ
チ
ン
グ
防
巡
に
關
す
る 

驾
案
を
ぎ
成
し
遂
に
世
輪
を
動
か
し
て
、前

記

の

如
き
立

法
を
見
る
に
至
れ
る
も
の
に
し

て
、
^

K

し
も
傭
漭
が
最
低
赁
銀
以
下
の
赁
銀
を
.法
律
に
規
定
せ
ら 

て
、支
挪
ひ
た
る
場
合
に
は

•
■金

g

を

m

し̂

罪
の

fB
l

數ヾ
し 

反
に
對
し
て
は
±

®
®

督
官
を
し
て
.エ
場
の
登
記
を
抹
消 

手
段
に
出
づ
。

即
ち

®

銀
局
は
斯
る
事
情
に
促
さ
れ
て
、興
端
緖
を
發
し 

外
..
の
五
嵇
の
事
業
に
對
し
て
は
、チ
八
百
九
十
六
年
十
一
月 

唯
獨

b

家
具
製
造
業
の
み
此
班
に
入
ら
ざ

h

し
は
、同
事
業 

甚
だ
多
く
、勞
働
潘
を
し
て
代
表

*

を
選
出
せ
し
め
ん
か
、支

れ
た
る
政
府
の
特
許
に
據
ら
す
し 

典
に
罰
金
を
加
避

し

、第
三
囘
の
違 

せ
し

め、以
て
法
#
を
厲
行
す
る
の

那 K を 1Z 
人 支 以 る  

が 那 て も  

委 人 賃 の  

員 勞 飯 に  

に 働 局 し  

列 潘 組 て  

す の 織 家  

可 從 せ 具  

き - 餅 ら 製  

の す れ 造

業
以

f

o
る
漭 

事
犄

ぁ
り
れ
る
が
故
に
し
て
，次
期
の

«

會
に
於
て
、此
事
業
の
賃
銀
局
に
限

k

政
府

g

ら
委
員
を
任 

命
す
る
こ

ビ
\

し
•
以
て
之
を
施
行
す
る
に
至
れ
る
な

b
。始
め
法
#
は
有
效
沏
限
を
千
九
西
年 

i

月
ま
で
と
し

®

に
千
九
百
年
の
法

#

を
以
て
、ニ
馏
年
間
期
限
を
延
長
す
る
と
典
に
、法
#
の 

適
用
を
屠
獸
槳
に
及
ぼ
し
、且
つ
講
會
の
議
決
に
據
り
、如
何
な
る
仕
事
に
も
赁
龈
屈
を
組
織
す 

る
を
得
る
の
遨
を
開
き
、何
ほ
旣
往
の
經
驗
に
顧
み
、

H

場
監
督
主
任
管
を
し
て
老
齡
叉
は
虛
弱 

な
る
勞
働
渚
に
，

||
0

つ
て
、赁
銀
局
の
決
定
し
れ

6 

M

M
率
ょ
り
も
以
下
の
賃
鈒
を
以
て
勞
働
に

第
十
卷

2

三四

〗 )

論
說
ゲ
平
ク
ト
リ
ァ
邦
に
新
西
湖
赞
働
立
法
の
近
況
：
，

笕
十
號

 

九 

.



第
十
救

.

(

ー
三
四
ニ) 

'

論

''
說
グ
キ
ク
ト
リ
ァ
邦
に
新
西
蘭
勞
働
立
法
の
近
況 

第
十
號
.

一〇

 

.

就
く
を
得
る
の
特
許
を
與
へ
：し

( /

る
こ

€ 

S
し
た
り
。斯
く
て
麵
雖
製
造
業
に
於
て
は
千
八
诉 

九

十

七

年

四

月

，以

後一

時.
間
に
付
き
一
志
を
以
て
、

*

低
貸
銀

.

ビ
し
、典子

‘用
.衣
服
製
造
業
に
於 

て
は
、時
問

«

鈒
ビ
出
來
高

©

銀
と
の
雨

*

を
決
定
す
る
の
必
要
ぁ
る
を
以
て

^
!

ら
長
時

H

を 

要
し
、結

.
周
千
八

¥

九
十
七
年
九
月
に
茧
り
、成
年
男
子
勞
働
漭
一

H

七
志
六
片
、同
上
婦
人
勞
働 

0

1

日
三
志
四
片
、出
來
高
貨
銀
に
就
て
は
時
間
®
銀
と
均
衡
を
保
つ
の
程
度
に
於
て
決
定
せ 

ら
れ
た

.
り
。而
し
て
製
靴
業
に
於
て
は
、十
一
月
男
子

一

^

の
貨
鈒
を
七
志
六

;,
r

に
、女

子

一
"

の 

質
銀
を
三
志
四
片
に
決
定
し
、

1
日一

之
を
公
に
し
た
る
に
、製
靴
業
*
ゆ
斯
る
高
率
な
る
貨
龈
の 

公
足
は
忽
に
し
て
事
業
を
榄
亂
し
、輸
出

を

妨
窖
し

^

働
*

の
解
雇
を
招
く
に

0
 

6

こ
と
を

a 

1-
1
1
ビ
し
て
、之
に
反
對
を
表
し
、當
時
偶
々

_

會
開
會
中
な
り
し
を
以
て
、エ
場
法
を
修
诳
し

、®

0
 

は
六
悩
月
を
超
へ

 

'ざる
期
問
を
限
り
賃
鈒
局
の
決
定
を
中
止
す
る
を
得
る
の
條
稂

を

設

け

政 

府
は

E

に
此
條
項
に
據

.
つ
て

.®
銀
局
の
決
定
を
中
止
し
て
、之
を
苒
饑
せ
し
め
、賃
餵
局
：亦
.̂子 

の
煨
低
赁
鐵
を
修
疋
し
て
、六
志
八
片
乃
至
六
志

i

し
れ

6
。

襯
衣
其
他
附
麗
品
製
造
業
の
最
低
賃
鈒
は
出
來
高
賃
銀
決
宛
の
困
雛
な
る
爲
め
、漸
く
千
八 

w

九
十
九
年
六
月
に
至
つ
て
公
表
せ
ら
れ
、家
具
製
造

*

に
於
て
も
亦
千
八
西
九
十
七
年
三

M

1
!
I

1

最
低
货
鈒
を

一

日
七
志
六
片
ど
す
る
こ
ど

 

>
爲
れ
り

..。始

め

工

場

幷

に

店

鋪

法

は

千

九

<,
|:
:
|
年
一 

/]I  

u

^

で
^

有
效
期
限

9し
し
、當
時
議
會
間
會
中
の
場
合
に
は
次
の
議
會
に
於
て
新
法
^
の
 

制
宠
せ
ら
る

V

ま
で
布
效
ビ
す
る
の
規
定
な
り
し
が
、千
八
西
九
十
九
年
ピ

j

〒

ッ

ク
氏
新
に 

改
正
法

#

案
を
議
會
に
提
出
し
。

(

ご
塔
獸
幷
に
肉
類
版
責
業
を
貨
鈒
局
組
織
を
要
す
る
琳
業
に 

加
へ

(

ニ)

雨
院
の
議
決
を
經
る
！

は
、普
通
工
場
に
於
て
行
は
る
、
如
何
な
る
仕
事
に
も
質
鈒
苟 

を
杀
知
し
\ニ

 
0
K
资
局
に
勞
儆
的
間
の

«

高
眼
度
を
劃
定
す
る
の
權
能
を
與
へ
、

(

J
M

1
诗
雨
の 

勞
働
に
對
す
る
賃
銀
決
定
の
權
能
を
も
賃
銀
局
に
與
へ
、

(

五.)

實.
銀
f

が：時
間
賃
銀
並
に
出

K

商 

M

銀
を
決
定
す
る
場
合
に
は
、出
來
高

.
赁
鈒
は
平
均
能
カ
の
勞
働
脔
が
時
間
賃
銀

^

友
つ
て

a 

る
所
を
標
準
ご
す
可
く
、

(

六)

賃
銀
周
の
組
織
は
總

&

0

命
令
に
依
ぅ
、如
何
な
る
地
方
に

も

之
を 

及
ほ
す
を
得
、

(

七)

エ
場
監
瞥
主
任
官
は
老
齡
虛
题
の
者
に
對
し

+

ニ
锱
月
を

»

限
ビ
し
て
、锻
ぬ 

®

鍬
率
以
下
の
貨
银
に
て
勞
働
す
る
の
特
許
を
與
ふ
る
の
諸
點
を

.
規
定
.
し
时
年
五

;'
1

以
來
之 

を
實
行
し
れ

b
。即
ち
工
場
並
に
估
俯
法
は
千

.
九
古
ニ
年
ま
で
栩
次
い
で
章
施
せ
ら
れ
、

Ml
年

0
 

然
議
會
，
散
の
货
め
同
法
施
行
湖
限
延
期
に
關
す
る
法
律
案
成
立
の
道
を
失
ひ
、

j

時
グ
^
ク
 

ト
/

广
州
に
は
工
場
法
の

#

在
せ
.
ざ
る
奇

■

を
里
し
、而
し
て
此
間
賃
銀
局
の
行
政
が
エ
業
の

第
十
卷

a

三s

o

靡
說
ザ
牛
ク

1.

ア
幷
に
新
西
繭
發
働
立
法
の
近
況
.

.

第
十
號

.

ニ



第

十

猎(

1
H
四
四〕

腧

說

ゲ

牛

タ

ト
3
ァ#
!
1
新
柯
1]
勞
§
立
法
0
近
況
' 

第
十
號 

一
二

發
、逢

を

妨

げ

又 

一
^

勞
»

洛
の

»

傭
を
促
す
の

^
«

を
指
摘
し

.1
:
、其
廢
±
を
主
張
す
る
の
著 

し
き
を
見
た
り
。然
も
千
九
西
三
年

X

場
'法

m

杏
委
員
ぼ
一
片
め
報

吿
書
を

0
表
し
、其
內
に

「

@ 

銀
.局
の
所
爲
に
は
時
に
大
な
る
誤
謬
あ
る
を
免
か

•
れ
ざ

6

し
i
*

も
‘何
ほ
其
決

^

.1
全

5|
!
に
 

於
.
て
事
乃
な
る

*̂.
務
.を

#
し
れ

4

^
し
も
負

^

^
の

fj
政
に
缺
く
る
所
あ

^TS V」

す
れ
ば
、即

ち 

(
一
)

委
麗
張
は
可
西
同
數
の
際
、之
を
決
定
す
る
權
利
を
有
す
る
に
拘
は
ら
ず
^
業
に
關
す
る
技 

術
的
知

I
I

を
備
へ
す
、

0
1)

委
員
會
は
參
考
員
を
煥
問
し
、宣
誓
の
下
に
質
問
を
發
す
る
の
榄

K

を 

有
せ
ず
、

(

三)

委
员
會
に
於
て

1
恶
の
差
を
以
て
可
決
せ
ら
れ
た
る

‘決
»

に
對
し
て
も

£

を
1!
1

の
 

機
關
に
於
て
苒
都
す
る
の
遨
を
缺
き
、

(

四.)

仕
事
の
遲
緩
に

b
し
七
、熟
練
に
乏
し
き
勞
働
漭
に
特
許 

を
典
上
る
の
規
定
の
荐
せ
ざ
る
諸
點
に

f
fi
b」

ビ
し

、®
銀
局
廢
止
綸
に
對
し
て
は
®
時
の
狀
態 

k

於
て
エ

ff
i

勞
働
に
於
け
る
契
約
を
自
由
に
す
る
が
如
き
。舊
時
代
に
逆
轉
す
る
を
許
さ
文
多 

數
の
勞
働
者
幷
に
彼
等
に
從
屬
す
る
家
族
の
幸
福
は
一
に
此
種
類
の
勞
働
を
保
«
す
る
爲
め 

に
設
け
ら
れ
れ
る
法

#

の
適
用
に
繫
る
も
の
な

b
A

愦
疋
義
の
鴆
め
に
進
み
來
れ
る
事
樂
を 

破
壤
せ
す
、寧
ろ
旣
往
の
實
驗
の
敎
ゆ
る
所
に
據
つ
て
、諸

■

の
缺
點
を
矯
；止し
、以
て

X

場
立
法 

•©
F

il
i

令」

*

持
搬
張
す
る
は

®

人
の
任
務
な

.
りj.v

j

云
ひ
、
^

員
の
或
る
潘
は
趣
ん
で
新
西

]1
に

行
は
る
、
和
解
仲
裁
法
を
以
て
、ォ

I

ス
ト
ラ
、
シ
ア
に
於
け
る
勞
働

.
立
法
の
最
も
公
^
完
全 

冇
用
な
も
の

.
な
り
ビ
し

'グ

*

ク
ト
リ
ア
亦
其
例
に
從
ふ
る
の
可
な
る
を
勸
獎
し
た
り
。

斯
く
て

千
外
西
三

_

九
月
議
會
；與會
す
る
や
、政
府
は

ェ
場
法
を
無
期
實
施
す
る
法
#
案
を 

提
出
し
、鐵
に

賃
銀
，
局
法
に

反
對

し
た

る

マ
ー
レ
ー
氏
の
如
き
今
や

勞
働
事
務

卿
の
地
位
に
就 

さ
、
此
制
度

を
以
て
、他
の
總
て
の
制
度
に
勝
る
も
の
あ
り
.ビし
て
、之
を
辯
雛
し
、上
院
の

M

說
に 

依
つ
て
、依
然
期
限
#
法

#

ど
爲
れ
る
の
外

、®
の
諸
點
に
就

そ

は
上
下
兩
院
の
赞
成
を
得
て

¥
 

九
西
三
年
十
二
月
以
來
施
行
せ
ら
れ
れ
り
。製
造
業
者
の
利

®

を
代
表
す
る
上
院
が
'赁
龈
局
の 

行
政
を
喜
ば
ざ
る
は
己
む
を
得
ざ
る
所
な
れ
ど
も
、'
ヴ

ホ
ク
ト
リ
ア
州
が
徐
に
幾
多
の

®

雛
を
、
 

排
し
て

'勞
働

立
法
の
完
成
を

期
し
つ

、
あ
る
は
、

-f
t

ぅ
可
か
ら
ざ
る
の
事
實
な

b i

す
。試
に

0
 

舊
制

度
を

此
較

し
て

新
制

度
の

特
笆

i

す
る
所
を
列
舉
す
る
に
、

(

一)

最
低
赁
缉
決
定
の
標
準
を 

普
通
の

能
力

あ
る
被
傭
潘
に
對
し
て
、名
盟
あ
.る
傭
赉
の
交
狒
ふ
平
均
额
ど
し
ぺ
ー
ご
揿
低
賃
鈒
以 

下
の

貸
銀
を
以
て

勞
働

す
る
を
得
る
者
を
單
に

-
老
年
虛
弱
の
漭
の
み
に
止
め
ず
、仕
事
の
遝
鈍 

な

も
遨
に
及
ぼ
し
、

(
n

 

d

賃
銀
局
の
委
員

^

少
.な

く 

V」

も

五
分

の

一
は
政
‘府

R

於
て
任
命

し
、
任
命 

後

ニ
十

1

日
以
內
を
眼
り
、異

_

‘を
巾
'出
さ
し
む
る
こ
ビ

 

>
し
、(

四)

產
'
業
控
訴
院
を

.
設
け
、傭
者
被

笫
十
怨

(
J

三四
» ;

•

)

論

0

グ
キ
グ
ト
リ
ア
抑
じ
新
：四

麗

働

立

法

ト

近

況

第

十

號

.

：

‘ 

ニ11
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十
卷

a

三四六

)

論
說
グ
斗
タ
ト

9
ァ邦に新西调勞砌立法の近況、

第十锶

> 

一四

傭
者
又
は
政
府
が
貨
鈒
局
の
決
足
に
服
せ
ざ
る

:̂
き
は
、同
院
に
控
訴
し
、又
賃
銀
周
自
ら
決
定 

を
爲
さ

 

>
 

る
^

き
は
、同
院
、に
於
て
賃

.
銀
局
に
代
つ
て
決
定
を
爲
す
の
.諸
點
は
注
因
を
値
す
可 

く
、千
九
西
五
年
を
有
效
期
限

€

し
、同
年
十
月
永
久
法
律
ビ
し
て
、エ
場
#
に
店
傭
法
の
法
令
に 

認
め
ら
る
、
を
得
れ

k

而
し
て
闾
年
以
後
千
九
西
七
年
に
至
る
間
に
於
て
、名
麗
ぁ
る
傭
辦
云 

々
の
條
孭
削
除
せ
ら
れ
、工
場
以
外
の
代
事
に
關
し

T

も
、
®

銀
局
を
組
織
す
る
の
管

^

政
t

に
 

It
へ
ら
れ
能
カ
の
乏
し
き
勞
働
者
に
對
す
る
賃
銀
決
定
の
權
能
賃
銀
局
，に
赋
與
せ
ら
れ
、貨
銀 

局
の
組
織
せ
ら
れ
れ
る
辦
業
に
同
脱
罷
業
の
起
れ

.
る
場
合
に
は
、總

_
督
は
.
命
令
を
以
て

.
卜一一

S 

^

以
內
赁
鈒
屈
の
決

i/b
を
中
止
す
る
を
得
る
の
改
正
行
は
れ
、千
九
西
十
年
に
は

(

一)

如
何
な
る 

職
業
に
於
て
も

©
0

M

を
組
織
す
る
の
權
能
認
め
ら
れ
、

(

ー
ー
宓
耍
ぁ
る

«

合
に
は
、矶
行
の
決
足 

を
全
州
に
，及
ぼ
し
、又
全
州
を
支
配
す
る
貨
餵
局
を
組
織
す
る
を
得
、

(

三)

®

會
に
貨
銀
局
の

#

i 

す
る

i

否
ビ
に
拘
は
ら
ず
、地
方
に
於
て
も
之
を
駔
織
す
る
を

#

(

四)

最
低
貨
銀
收
得
漭
三
に
對 

す
る

I

の
割
合
を
以
て
徒
弟
の
數
を
制
限
す
る
こ
と
、
爲
れ
り
。右
諸
項
中
第
ー
嗔
に
於
て
如 

何
な
る
職

•
業
に
.
も
貨
龈
厨
の
組
織
の

.
@
め
ら
れ
た
る
は
グ
^
ク
ト
リ
ァ
州
の
貨
鈒
苟
行
政
を 

し
' 
て
獨
り
ス

'
工
、
チ
ン
ク
に

^

む
勞
働
者
の
最
低
負
銀
％
決

5£
す
る
の
幾

1

れ
る
に
止
ま
ら

•■
;.
 
. 

.. 

. 

* 

■

,

;
•■
し
.
め
す
、其
以
外
の
事
業
に
於
け
る
標

¥

貨
銀
を
上
進
す
る
の
機
關
作
ら
し
む
る
の
意
^
出
づ

る
も
の
に
し
て
、始
め
千
九
西
年
の
法

#

に
於
て
、之

.
に
關
す
る
規
定
の
端
を
發
す
る
や
、ヌ
ふ
ッ 

チ
ン
グ
の
行
は
る
、
形
跡
な
き
事
業
に
貨
銀
屈
の
干
渉
を
及
ぼ

■
す
を
不
可
な
ト

i

す
る
反
對 

.
論
の
熱
烈
な
る
も
の
あ
れ
り

1

雖
も
、政
府
は
傭
者
幷
に
勞
働

*

の
間
に
貨
龈
局
組
織
の
希

|1 

へ.

.

:
の
存
す
る
事
實
を
极
據

： V

し
て
、右
の
改
正
を
斷
行
じ
、千
九
西
年
巾
に
、

從
：；

來
の
貨
銀
局
の
外
に

'

>

'

二
十

一

の
事
業
に
貨
鈒
局
を
組
織
し

‘其
內
に
は
靡
粞
製
造
、印
刷
、膨
刻
、赞
石
饊
業
の
如
き
、全然 

.

ヌ
エ
ッ
チ
ン

V

に
關
係
な
き
も
の
を
包
合
し

*

ひ.
て
此
方
針
を
持
し
て

®

ら
ず

0八1
日
©
銀
局 

:

,
 

の.
組
織
せ
ら
る
、
事
業
が
、ダ

/

ト
リ
ァ
全
州
を
通
じ
て
、西
數
十
の
多
き
を
數
へ
、各
種
事
業 

.

■

,

の
狀
態
異
な
る
爲
办
に
，其
事
業

.
に
於
け
る
最
低
賃
銀
が

「

週
十
五
志
ょ
り
、六
十
志
の
問
を
上 

r 

、
 

下
す
る
が
如
き
、赁
鈒
局
の
組
織
せ

.
ら
る
、
事
業
の
種
類
の
多
き
に
隨
つ
て
、其
行
ふ
所
の
常
初

の2
1

的

V
J

異
'な
る
.に
至
れ
る
こ
ビ
を
知
る
に
難
か
ら
ざ
る
な 

•  

\ 

货
鈒
局
姿
員
の
半
數
は
傭
者
を
、他
の
半
數
は
被
傭
者
を
代
表
す
る
こ
と
、

f t
に
述
ベ
れ
る
が 

.

一' 

如

く

、其

數

，は

四

名

以

上

十

名

以

下R

し
そ
、任
命
前
三
箇
年
間
中
に
於
て
、少
な
く

 

^
も
六
筒
月

問
當

K

事
業
の
傭
者
た

b

、又
.
被
傭
者
れ

.
り
し
.
者
な
ら
ざ
る
可
か

&

ず
。娄
員
の

.
任
沏
は
.三年
な

. 

销
十
卷

-
(

ニー 

S
七)

' 

論

.

說

!-,
.ダ
ヰ
タ
ト

3
ア
#
!:
>新
西
撤
赘
働
立
法
の

§

,

.第

十

郷

.
5
 

•



恐 が 货 微 騎 ぜ 诞 概 薇 節

笫
十
卷

c
m
.

四
6

論：
説ォ年クトリァ弁に新

-1

努
.翌
法
の
近
況
'

.

第

十

號

一

六
 

れ
と
も
重
任
す

.
る
を
得
ベ
く
、任
命
は
勞
働
事
務
大

S

之
を
爲

.
せ
ど
も
、砠
命
俞

0

K

名
を
啻
報 

に
公
，に
し
傭
者
或
は
被
傭
潘
を

■代
表
す
る
者
五
分
の
一
以
上
の
反
對

.
ぁ
れ
ば

«

命
を
行
は

ず
，
 

委
員
長
は
委
員
間
の
互
選
に
依
り
、任
命
後
十
四

n

以
內
に
選
擧
を
籽
は
ざ
る

 ̂

&
は
、«
督
之 

を
任
命
す
可
，、、委
員
長
は
委
眞
の

j

名
、y

j

看
做
さ
る
。委
員
會
は
最
低

©

銀
、出
來
高

f i
«>勢
働 

時
間
、少
年
勞
働
者
の
數
を
決
定
し
、千
九
西
三
年
後
に
於
て
は
、無
能
力
濟
に
對
す
る
特
別
货
鈒 

を
も
決
定
す
る
の
權
能
を
有
す
。委
員
會
の
決
定
は

11
て
多
數
決
に
摅
靡
業
控
弥
院
に
於
て 

讥
決

&

を
廢
棄
せ
ざ
る
限
り
、議
決
三
十

K

以
後
に
效
カ
を
生
ず
。總
て
の

X

場
は
登
記
を
經
、四
 

名
以
上
の
勞
働
者
の
勞
働
す
る

®

所
は
麵

_

製
造
、家
具
製
造
業
を
除
き
、之
を
工
場
ビ
し
、エ
場 

外

勢
®

穿
の

0
名
は
工
場
主
之
を
.記

0

し
、衣
服
裁
縫
業
に
於
て
は
、ナ

』

を
工
場

S t

督
主
壬

i r

に
 

送
達
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。委
員
會
々
合
の
時
期
、場
所

|>
娄
員
に
對
す
る
報
酬
等
の
規
定
は
简
艰
を 

主

i

し
、第
一
娄
員
會
は
委
員
の
同
意
又
は
政
府
の
命
令
に
據
ら
ざ
る
限

b
、«
M

の
勞
働
か
切 

*
tr

に<
P

合
せ
す
、第
ニ
報
®
は
紛
議
を
繼
績
し
て
興
金
额
を
大
及
ら
し
む
る
の
誘
因
れ
る
程
度 

に
之
を
高
か
ら
し
め
ず
一
向
の
會
合
に
對
す
る
報
酬
を
十
志
と
し
^
凰
長
に
は
倍
额
を
給
與 

し
、會
合
の
.場
所
は
メ
ル
ボ
ー
ソ

cf
し
、同
市
よ

P

四
十

®

以
外
の
地
方
に
居
住
す
る
委
員
に
は

鐡
歡
賃
金
の
外
に
十
志
の
手
當
を
給
與
レ
、第
三
事
務
所
の
經

«

は
政
府
之
を
負
擔
す
。

赁
鈒
屈
組
織
の

一

目
的
は
勞
働
潘
の
地
位
簿
弱
に
し
て
、泡
ら
其
刹
益
を
保
譴
す
る
能
は
ざ 

る
^

槳
に
行
は
る
、
ス

H

ッ
チ
ン
グ
を
防
逷
す
る
こ

V」

に
存
し
、必

1 -
し
も
後
に
說
明
す
る

11
? 

西
蘭
の
.仲
載
制
度
の
如
き
も
の
、
起

.
ぅ
、闾
盟
罷
業

>

抑
»

す
る
こ

i

を
期
し
た
る
に
非
す
。然
 

る
に
時
日
の
經
過

へ /
J

共
に
、當
初
の
目
的
と
稍
や
興
な
れ
る
結
果
を
生
じ
、®
鈒
局
の
數
の
增
加 

す
%

ビ
典
に
^
決
定
す
る
貨
銀
は
商
工
業
の
繁
滎
に

#

ぅ
て

次_

に
上

®

し
、鋳

®

m

具

_
造 

業
の
如
き
，黎
固
な
る
組
織
を
有
す
る
事
業
に
賃
銀
局

a

織
せ
ら
れ
、其
最
低
貨
鈒
亦
五
十
志
乃

.

K

土.
六
十
志
の
高
き
に
及

.
ベ.
.
り
？

故
に
今
日
に
於
.て
は
貨
鈒
局
の
爲
す
所
は
第

一

賃
銀
の
格
外
に
低
廉
な
る
事
業
に
對
し
て 

は
、之
を
適
度
に
引
上
げ
、第

n

賃
銀
の
良
好
な
る

•
事
業
に
於
て
も
、尙
ほ
一
層
之
を
引
上
ぐ
る
の 

ニ
黠
に

*

す
る
こ
と
を
認
む
可
し
。

^

も
食
鈒
局
は
何
を
以
て
©
銀
率
の
適
當
な
る
標
準
と
し
，
 

れ
る
か
。千

/
九
莨
三
.年
以
前
に
於
て
は
質
銀
局
は
貨
銀
率
を
千
八
百
九
十
年
乃
至
同
九
十
三
年 

に
至
る
恐
慌
前
に
行
は
れ
た
る
福
度
に

_
維
持
甘
ん
，

£

し
、千
九
.百一
ニ
年
の
改
疋
法
に
於
て
娇
謂 

名
盤
ぁ
る
傭
翁
の
支
挪
ふ
赁
ま
ま
々
の
條
項
の
設
け
れ
た

.
る
爲
め
、一：

.
時
之
に

*

れ
り
ミ

0

第十
.
# 

(

1
H
四九
}
:
論

，說グ牛クトリア邦に新西

.
1,

側.
立法ゆ规況

.

0

$
,
,
|
七
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i
r
,
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t

)

!

Iii

丨丨
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I
i
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笫
十
怨' 

2 H
^
o
w

論
' 

說

グ

ヰ

ク

ト
9
ァ
邦
に
新
西
蘭
勞
働
龙
法0
近
況 

0

$

.

一
八

も
、其
意
義
不
明
に
し
て
却
て
鋪
々
の

.

疑
惑
を 

を
除
却
し
、爾
來
貨
銀
局
は
、其
內
规
に
於
て
、賃
 

こ
^

、
し

た

り

。

I
、

仕

事

の

性
®

種

類

，幷

に

階

級
 

ニ
、仕_

の
行
は
る
、
方
式 

三
勞
働

-«
の

年

離
#|
に
性

四
、仕
事
の
行
は
る
、
場
所
幷
に
地
方

五
、仕
辦
の
行
は
る

、
時
間
、典
畫
間
れ
る
ビ

六
、六
日
以
上
仕
事
の
連
續
し
て
行
は
る

、

.

七
、せ

_

が
一
時
的

.
な
る

V

否
ビ
の
區
別

八
、仕
事
の
遂
行
に
就
て
承
認
せ
ら
、れれ
る 

九
典
他
諸
般
の
阪
時
的
事
項

: .

斯
の
如
く
最
低
貨
飯
決
定
の
標
準
は
、依
然 

行
政
上
に
规
炬
と
す
る
所
は

©

ら
明
な

b
o
r o

銀 M  
を 起  

決 す  

定 爲  

す め

然 間  

ら tz 
ざ る

習
»

し ミ

て し  

賃 て  

銀 漠

に
，千
九

W

七
年
の
法
律
は
此
條
羽 

る
拔
合
に

£

の
諸
點
を

^

酌
す
る

る ど局 すZ
は •る

區
別

の

f e

別

を
免
か
れ
ず

V
J
«
も
、賃

M

M
0
 

ス
ェ
ツ
チ
ン
グ
を
防
止
し
、又
货

，
銀
の
上
進
を
促
す
に
就
て
，幾
何
の
貢
献
し
れ
る
も
の
ぁ

b

や
、次
に
起
る
可
き
間
題
な
り
。元
來 

.
ォ
ー
ス
ト
ラ
、
シ
ァ
は
農
寒
國
の
狀
旛
に
居
り
、鹰
產
物
收
欐
，の
增
減
は
直
に
エ
業
の
盛
衰
に 

刷
係
に
及
ぼ
す
を
以
て
、

®
0

局
が

•
如
何
に
質
鈒

0

上
進
を
期
圖
す
る
も
、農
業
の
録
況
不
良
な

. 

V
I

ら
ん
力
到
底
其

0

的
を
達
す
可
が

.
ら
す
。前
述
の
如
く
、千
八
西
九
十
三
年
の
恐

«

以
來
グ
^
ク
 

ト
リ
ァ

‘の
經
濟
励
會
は

j

時
沈
褎
し
た
れ
ど
も
ギ
八

P
九
十
七
年

®

銀
局
が
第
一
.®の
最
低 

赁
銀
決
定
を
公
に
す
る
際
に
は

»

か
恢
復
の
微
候
を
示
し
た

b
.。然も
尙
ほ
恐
慌
の
餘
波
を
受 

け
て
、經
濟
社
會
の
傷
瘐
依
然
れ
る
も
の
ぁ
り

。

隨
て
貨
鈒
局
が
最
低

‘
©
餵
を
決
定
す
る
も
、傭
者 

は
其
逾
用
を
免
か
れ
ん

i

し
、之
を
支
挪
ふ
も
、

I

方
に
仕
事
の
進
行
を
酷
烈
に
せ
ん
ヾ

」

し
、一
方 

に
勞
働
翁

.
亦
最
低
赁
鈒
を
要
求
し
て
、全
然
仕
事
を
喪
失
す
る
に
至
ら
ん
こ

S

を
恐
れ
、最
低
货 

銀
以
下
の
率
を
以
て

#

働
す
る
に
甘
ん
じ
た
事
た
る

|1
齙
製
造
»
、ま
具
製
作
業
に
行
は 

れ
、殊
に
後

* -
に
於
て
は
、其
支
那
人
勞
働
潜
を
使
役
す
る
が
爲
め
に
、盛
な
り
し
は
明
&
の
娇
實 

に
し
て
、工
場
監
督
官
千
九
百
九

.
年
度
報
告
に
據
れ
ば
、第
一
號

H

場
に
於
て
、決
定
の
質
銀
额
六 

、

i

1

fe
十
二
 T-

心
に
對
し
て
實
際
の
貨
廉
支
挪
额
三
十
一
硫
十
六
志

0

ニ
«

エ
場
に
於
て
前

*

四
十

®
0

十
六
志
に
對
し
て
、狻
潘
十
二

.
破

ナ

三

志

、第
5

號

工

場

に

於

て.
前

裁

ニ

：西

四

十

磅

十

,

第
十
卷

.(

一
三
五一

)

输
：

m

'ヴ
キ
ク
ト
リ
ァ
祁
論
跑

i

働
立
法
の
.
I
' 

.

第
十
號

' 

-
九



笫

十

卷a
n

m
r
l)

論

m

ゲ
牛
ク
>
リ
ァ

#

1 -

新
西
湖
勢
働
立
法0
近

況

ノ

笫

十

號 

ニ
〇

六
志
、に
對
し
て
、後
著
西
ニ
十
ニ
磅
四
志

.
な
る
，の
事

實

ぁ
5
、一 

方

に
製
靴
、衣

服

製
造
業
に
於
て 

は
、勞
働

*

を
し
て
過
度
の
勞
働
に
當
ら
し
む
る
こ
ミ

一

般

R

行
は
れ
た

h
y
o
w

ち
グ
井
ク
ト
リ 

ァ
州
が
始
め
六
種
の
事
業
を
選
ん
で
、賃
銀
局
を
組
織
せ
し
め
た
る
は
、耍
す
る
に
是
等
の
離
業 

に
於
て
、傭
著
が
勞
働
潘
の
供
給

.
過
剩
な
る
に
乘
じ
て
、之
を

®

迫
し
た
る
こ
ビ
を
以
て
、®
な
る 

M

西
•
ビ
す
可
し
ビ
雖
も
时
時
に

..
此
理
由
は
賃
銀
.局
の
行
踩
を
困
雛
な
ら
し
む
る
の
所
以
れ
ら 

ざ
れ
ば
己
ま
ず
。例
へ
ば
製
靴
業
の
如
き
、生
産
過
剩
、勞
働
者
饒
多
に
加
ふ
る
に
、米
國

R

於
け
る 

新
機
滅
發
明

.
の
爲
め
に
、生

.
產
费
に
低
減
を
來
し
、內
外
の
贩
路
を
維
持
す
る
に
困
難
な
る
時
に 

當
つ
て
，四
十
こ
志
の
最
低
賃
銀
を
以
て
せ
ん

か
、̂

め

に
生
產
費
に

.
1
割
の
增
加
を
招
く
可

.
く 

家
典
製
造
業
に
於
て
は
支
那
人
の
競

#

劇
烈
に
し
て

.
賃
銀
の
低
落
を
促
す
も
の
ぁ
り
、麵

製
 

造
業
に

■於
て
は
、

/1
>
規
模

0

店
颌
甚
だ
多
く
、是
等
は
大
店
爾

$

競
爭
す
る

0

必
要
上
、*
時
間
の 

勞
働
ヒ
低
廉
の
贷
龈
と
を
以

X
、勞
働
潜
を

#

せ
ん
と
し
、主
ビ
し
て
婦
人
の
從
事
す
る
裁
縫
襯 

衣
、
1 '
衣
裂
造

*

に
於
て
は

'千
八
百

‘九
十
年
來
從
業
者
過

.
多
に
し
て
、赁
鈒
を

®

迫
し
、一
週
間
の 

勞
働
時
間
七
十
時
間
乃
至
八
十
時
間
に
對
し
て
、賃
銀
十
二
志
乃
至
十
四
志
の
低
き
に
居
れ

b
。
 

此
際
に
於
て
貨
鈒
局
が
最
低
賃
銀
を
公
定
し

.
て、遥
に
實
際
の
貨
鈒
率
以
上
に

^

か
ん
ビ
す
。

^

雜
持
に
困
難
を
訴
ふ
る
は
、當然

 
'の
事
實
に
し
て
、不
景
氣
の
甚
だ
し
く
、又
勞
働
供
給
の
大
な
る 

に
隨
つ
て
、益
々
其
因
雛

.
の
著
し
き
を
免
が
れ
す
。最
低
赁
薇
は
不
最
氣
叉
は
勞
働
過
剩
の
際
に 

对

^

な
る

^

位
に

&

る
§?
俯
を
保
亂
す
る
の
用
に
供
せ
ら
る
可
き
も
の
な
る
に
拘
は
ら
中
、、
グ开
 

ク
ト
リ
ア
に

.
於
て
は
、却
て
反
對
の
學
實
を
生
じ
た
る
の
觀
ぁ
り
。即

ち
好
景
氣
の
際
に
は
、傭

莕 

.'
•

'

は
勞
働
漭
に
對
し
て
、假
令
ひ
其
勞
働
力
に
値
せ
ざ
る
も

'荷
ほ
，最
低
貨
銀
を
與
へ
、爲
め
に
生

,
 

る
負
婚
は

0

己
の

利
益
'又
は
高
給
勞
働
溝
の
赁
；银

を
以

て

之
に
充
つ
可
し

e

雖
も
ボ
最
氣
の 

' 

際
に
は
傭
漭
亦
斯
る
餘
裕

を
有
せ
ず
最
低
賃
龈
を
得
る

に
値
.
せ
ざ
：る
漭
が
或
は
其

.
以
卞
の

©

‘ 

' 

.
銀
を
以
て
、勞
働
を
繼
績
し
、或
は
全
然
業
務
を
失
ふ
に
至
る
は
、免

.
か
れ
離
き
所

^

す
。

最
低
货
銀
の
維
持
に
就
て
は
、始
め
斯
る
困
難
の
伴
ぅ
も
の
ゎ
り
と
雖
も
、_
に
當
初
の
決
忠 

以
來
十
數
年
を
經
過
し
た

る

今

日

、賃
，齦

局
の

M

織
せ
ら
れ
た
る
事
業
の
賃
鈒
に
如
何
な
る
影 

響
を
及
ぼ
し
れ
る
や
。固
ょ
ぅ
其
影
響
は
事
業
の
種
類
に
依
り
、叉
®
所
時
期
に
依
で
異
な
る
も 

の
ぁ
り
ビ
戤
も
、大
體
に
於
て
賃
銀
の
德
準
を
上
進
せ
し
め
、又
各
種
賃
鈒
の
氓
準
を
維
持
す
る 

;•
に
茧
ら
し
め
れ
る
左
明
な
り
。元
來
一
の
事
業

1 :
於
け
，る
貨
銀
局
組
織
の
理
.由
は
其
事
業
に
於 

け
る

®

銀
の
低
廉
な
る
に
在
る
を
以
て
、當
初
の
決
定
が
賃
鈒
標
準
の
上
進

i,
爲

り

、其

以

後

；中 

第
十
卷' 

(

1
H
蛋

)

論

說

ダ

ヰ

々

ト.
9
ア
弁
に
；
.
断
西
：蘭
勢
働
立.法
■

況_

第

十

號

=
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[

.

第
十
卷
，(

ニ11茧

四)

論

m

グ
牛
ク 
> リ
ア#
に
新
西
蘭
勞
働
立
法.の

近

況

0

$

準
を
維
持
す
る
に
至
れ
る
趣
あ
り
、即
ち
最
低
貨
鈒
引
上
げ

&
,
れ
，•
て、」

方
に
成 

鈒
の
引
上
げ
ら
る
、
も
の
少
な
く
、斯
く
て
雨
潘
の
相
違
を
減
縮
す
る
に
至
る 

に
し
て
、例
へ
ば
製
靴
業
に
於
て
、千
九
百
コ
ー
年
決
®
の
最
低
賃
銀
は
四
十

'
ニ
志 

働
潘
平
均

®

銀
は
四
十
四
志
五
片
な
り
し
が
、同
年
末
前
者
は
四
十
五
志
ビ
爲 

は
千
九
百
四
年
に
一
志
五
片
、チ
九
西
六
年
に
ニ
片
引
上
げ
ら
れ
、千
九
百
七
年 

最
低
賃
銀
に
對
し
て
三
志
の
高
き
を
承
し
れ

K
y
o

M

も
同
年
最
低
賃
銀
は
©
び
 

上
げ
ら
れ
、發
年
普
通

.
の
*

®

は
一
，志
七
片
の
引
上
を
受

け
、千

九

西
九
年
に
至

ニ. 
ニ 

,

年
勞
働
漭
の
货 

は
著
明
の
事
實 

に
し
て
、成
年
勞 

り
、一

方
に
後
潘
，

 

に
至
つ
て
漸
く 

四
十
八
志
に
别 

う
て
三
志
の
差

を
生
じ
、同
年
最
低
賃
鈒
に
页
に
六
志
の
上
進
を
來
し
、普
通
赁
銀

.
は
千
九
西
十
年
幷
に
闾
十

}  

年
の
雨
囘
に
三
志
の
上
進
を

#

た
る
.
の
み

。
®
し
勞
働

*

の
賃
銀
に
人

«

的
上
進
を
來
し
た
る
、
 

場
合
に
傭

*

が
之
に
當
ら
ん

.V
J

す
る
に

.•
は
，普
通
勞
働
漭
の
貨
_
を
減
縮
す
る
か
、婦
人
小
兒
を

. 

使
役
じ
て

^

銀
支
拂
高
を
贫
約
す
る
か
資
本
家
の
利
益
を
割
讓
す
る
か

/ J
i i
物
の
代

«

を

5!_ 

上
ぐ
る
か
、其
一
を
以
て
せ
ざ
る
可
か
ら

す
。然
も
•婦
人
小
兒
の
使
役
に
對
し
て
は
制
限
を
存
し
、
 

資
本
家
は
不
最
氣
に
際
し
て
、利
益
を
削
減
す
る
能
は
す
、代
價
.の引
.上
亦
聯
，邦
州
間
に
於
け
る

'
 

物
資
の
移
動
の
自

ft
V
J
爲
れ
る
場
合
に
、装
に
之
を
行
ふ

■可
か
ら
ず

V」

す
れ
ば
一
部
勞

« .
«

の，

貨
飯
を
人
爲
的

に
引
上
げ
れ
る
結
果
ふ
し
て
、他
の
勞
働
者
の

.
货
鈒
に
同
.樣
の
上
進
を
期
す
る 

能
は
ず
、雨
漭
の
接
近
を
見
る
に
至
れ
る
も
亦
已
む
を
得
ざ
る
も
の

V
J

す
可
し
。然
れ

"
ど
も
斯
の 

如
き
は
一
時
の
現
象
に
し
て
、最
低
貨
餵
確
定
の
結
果
從
來

ス
ユ
ッ
チ
ン
グ
に
茜
し
め
る

勞
»

 

渚
の
生
活
に
餘
裕
を
生
じ
、其
勞
働
效
犸
上

.
進
す
る

i

き
は
最
低
貨
銀
其
も
の
、
上
進
す
る

V
 

典
に
、

】

般
^
均
赁
鈒
も
亦
之
ビ
或
る
間
隔
を
保
ち
て
上
避
す
る
に
至
る

こ
' V

J

を
疑
ふ
可
か
ら 

ず
。左
に
此
關
係
を
表
示
す

* 

:

ヒ
ル
が
ス
タ

I

製

靴

X 

麵
麴
遝
殿
夫 

德 

記

0

.'
■

0 

_

家具製造港
 0 

ェ

女 

ェ
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笫
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決
定
時
日

.1

九一

H
咕十.力
 

同 

一

ガ
 

1

九一

ニ
年
八
月 

1

九一

三
年
三
月 

同

♦

四

;i

i

九1

1
5
十1

月
 

同一九一章ニ

蕺低賃銀志
五一芄四四八四八六六一 3l  

七 七

六片

j

九一  
ーニ辟

平
均
實
銀 志

片 

五
ニ
九

六 六 四 五 , 

七 ニ 九 七

八

Bt. H  六  

〇 O  ニ

九 六 一

齡

說

ゲ

ヰ

ク

ト
9
ァ
邦
に
新
四
蘭
势
働
立
法0
近
況

第
十m

勞
働
^
間

四
八 

四
八

山io
四
八 

四
八

四
八 

四
八 

四
八

二
三



ii
沿
If

t]

•v.;i

f：«

%

H

:a
s

l.ln
~
ŵ
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ニ
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最
低

®

銀
制
度
の
下
に
於
て
、公
權
の
定
め

^

萊

る
.可
し

w

の

攻

擊

は

常

に

反

■
潜

の

此

制
度 

る
と
き

は
¥

均
©
銀
は

毫
も

最
低
質
銀
の
標
傘 

位
に
居
る
こ

V」

を
知
る
に
難
か
ら
す
。是
れ
啻
に 

國
幷
.に
合
衆
國
の
數
州
來
於
て
も
同
ー
の
事
實 

ク
ト
リ
ァ
州
に
存
狂
す
る
賃
鈒
局
の
數
は
約

f
H
五
十
に
し
て
、之
に
貨 

働
者
の
數
亦
十
五
萬
人
に

±

>
、|
方
に
同
州
全
體
の
人
ロ

.
の

2£
:
十
莴
人 

顧
み
る
と
き
は
贺
飯
局
の
祉
會
上
に
、經
濟
上
に
^
な
る
勢
力
を
有
す
る 

し
。英
國
政
豚
の
視
察

員

ア
ー
ネ
ス
ト
、ェ

1

ダ
ス.氏
が

內
務
大

ほ
に
致
し

四八ニ四
 六一ニ

四

一

最
低
質
銀
が
實
際 

加
へ
て
己
ま
ざ
る 

腿
逍
せ
ら
れ
ず
、却

并クトリアに於 

動
か
す
可
か
ら
ざ

銀 る て て 所 . の

六
3£

四八.五〇
 

.
三〇
 

四四
 四八

最
高
貸
鈒

i

爲
る
に 

な
れ
ど
も
、上
表
に
據 

之
ょ
り
も
游
干
の
商 

然
る
の
み
な
ら
ず
、英 

も
の
あ

b
o
今
•
日
、ヴ
■小
 

を
I支
配
せ
ら

■る

>勞 

に
上
ら
ざ
る
事
®
を 

こ

ブU

を
知
る
を
#
ベ
 

た
る
復
命
.書
の

一

節

k

於
.

て「

、ダ

^

ク
ト
リ
ァ
に
於
て
賃
鈒
局
に
支

.
配
.
.せ
ら
る
、
十
三
の
事
業
に
於
て
は
、貨
銀
周
紙 

織
前
の
五
年
問
貨
銀
に
七
分
六
厘
の
增
率
を
見
る
に
止
ま
れ

‘

る
.

が
、組
織
後
の
五
年
間
に
於
て 

は
、是
等
の
曝
業
を
始
め
他
の
六
事
業
に
於
け
る
貨
鈒
に
，一
割
六
分
五
厘
の
增
率
を
吿
げ
た
り

」 

i

云
へ
る
が
、其
後
の
趨
勢
亦
然
る
も
の
あ
る
は
、前
揭
の
表
に
於
て
明
な

b

ビ
す

V

,

最
低
货
銀
決
定
の
曉
に
、勞
働

.
者
の
勞
働
效
程
に
有
利
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
て
、生
産
物
の
分 

掇
を
增
加
し
、又
は
其
品

®

を
改

a

し
て
、以
て
賃
銀
增
率
に

#

う
傭
*
の
負
擔
を
偾
う
に
至
る 

や
否
や
は
從
來
此
制
度
に
關
聯
し
て
、論

#

せ
&

る
、
所
な
り
。之

'を
純
遡
ょ

b
s

ふ
ビ

き
は

、« 

者
は
貨
鈒
の
增
加
に
伸
う
可

_

收
益

0

增
加
や
得
る
爲
め
に
、生

‘®
組
a

の
改
&
、»:
營
方
式
の 

刷
新
に
努
力
し
、一
方
に
勞
働
漭
亦
貨
銀
垴
加
に
依

! :
'
任
韋
の
刺
戟
を
受

.
け
、兩
機
の
作
用
相
助 

け
て
、以
て
所
期
の
效
果
を
擧
ぐ
る
に
至
る
も
の
ビ
す
。而
し
て
實
際
問
題
と
し
て
は
、ァ

!

ル、'工
 

パ
チ
' 
タ
ク
ネ
ィ
氏
が

§

裁
縫
業
に
於
け
る
最
低
賃
鈒
公
定
の
效
果
に
就
て
論
.
し
た
る
所 

を
引
抄
す
可
し

。E 

く
煨
低
貨
銀
裁
定
局
は
女
工
の

_
八
割
：乃
至
九
割
を
し

T

多
く
勤
勉
な
る
勞 

働
潢
た
ら
し
め
れ
り
。

@

人
は
一
诞
間
八
志
乃
至
十
志
の
貨
鈒
を
受
く
る
少
女
に
對
し
て
、̂
く 

の
ft
學
を
爲
す
こ
ギ
を
望
む

.
可
か
•

&
ず
。最
低
貨
：銀
適
用
せ
ら

.
れ
て
以
：來
女
エ
は

#

く
の
仕
_

.第

十

卷

(
一

三
五
七)
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說

.

ヴ
キ
ク
ト
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節
十
偕

(

ニーー五乂

/

論
■

說
グ
ヰ
ク
ト
ヲ
ァ
邦
に
新
脾
蘭
勞
働
立
法0
取
況
，

笫
十
號 

二六

を
爲
さ

んW

し
、又

1

且
嚴
低
貨
鈒
を
得
て
、之
を
消
费

す
る

の
道
を
知
る
や
、益

々
進
ん
で

®

所
を
知
ら
ず
、一
人
當
の
生
産
高
は
.質銀 

た

0

。高
貴
な
る
货
龈
ど
低
廉
な
^
货
銀 

像
せ
ら
る
、
マ

J

正
反
對
に
し
て
械
廉
な 

て
、却
て

S

暴
钧
棄
に
陥
ら
し
む
る

一

方 

た
ら
ず
し
て
、却
て
勞
働
を
樂
ん
で
、#
々
 

理
は

一

般
に
間
却
せ
ら
る
、

v
j

雖
も

#
 

ザ
|

^
:§
.
1}即
ち
最
低
賃
銀
法
の
效
果
殊 

傭
者
が
©
銀
を
低
廉
に
せ
ん
ど
し
、勞働 

に
'
生

®

上
の
效
程
を

|1
著
な
ら
し
む
に 

し
て
最
低
货
龈
が
最
高
賃
銀
れ
ら
ざ
る 

る
限
り
、«
者
に
對
し
て
大
な
る
滕
追
を

增
進
し
て
、女
工
の

.
動
勉
ど
爲
れ
る
結
®
大
に
增
加
し 

ど
が
勞
働
潜
に
及
ぼ
す
心
理
上
の
作
用
は
一
般
に

® 

る
貨
龈
は
勞
働
瀹

R

對
す
る
勸
勉
の
刺
戟
た
ら
ず
し 

に、高
貴
な
る
貨
銀
は
勞
働

*

に
對
す
'る
怠
惰
の
誘
因 

多
く
を
收
得
す
る
に

.̂
ら
し
む
"此
勞
働
に
關
す
る
心 

働
者
は
能
く
之
を
意
識
す
る
も
の
な

.
b.
ビ。(

P

U

1

I4 

に
興
生
産
上
に
及
ぼ
す
效
果

>

 
し
て
、推
獬
す
可
き
は 

潘
亦
之
に
應
じ
て

E
#

す
る
の
風
を
改
め
て
、兩
漭

E 

意
を
勞
す
る
の
一
事
に
在
り
ど
す
可
く
、斯
の
如
く
に 

を
得
る
と
共
，.
に
昶
決
足
が
法
外
な
る
高
位
に
至
ら
ざ

加
ふ
る
に
至
ら
ざ
る
な
り
。

.

U
、

最
低
.
賃

銀

制

度

^
關
す
る
諸
問
題 

國
家
が
法
律
を
以
て
、

®

銀
0.

決
定
に
或
る
干
涉
を
試
み
、自
甶
競
爭
に

.

一
任
し
れ
る

®

合
に

- 

宠
め
ら
れ

.
ん
ヾ
し
す
，る

鸦

度

以

上

に

救*

の
■最
低
限
度
を
置
か
ん
ど
す
る
は
、耍
す
る
に
貨
銀
の

..

決
定
に
就
て
、

®

漭

i

被
傭
漭
ビ
の
權
カ
關
係
を
對
'等
の
も
の
た
ら
し
め
ん
と
す
る
の
計

®

に
 

,

• 

外
な
ら
ず
。彼
の
和
解
伸
裁
等
の
制
度
に
於
て
は
、當
業
潘
の

1

方
が
或

.
る
要
求
を
致
し
て
、他
方 

が
之
を
拒
絕
し
た
る
®
合
に
始
め
て
適
用
せ
ふ
る
、
に
反
し
、最
低
質
銀
制
度
に
於
て
は
、未だ 

一'

谫
當
事
潘
問
に
啊
等
の
、紛
議
の
起
ら
ざ
る
以
前
に、其
適
用
を
見
る
を
常
ビ
す
。又
伸
裁
和
解
の

制
度
を
し
て
效
果
を
擧
げ
し
む
る
に

は
、
鞏
馏
な
る
勞
働
奢
の

M

體
存
花
し
、傭
潘
に
對
し
て
、圈
 

へ
 

费
的
取
引
を
爲
す
を
必
要
ビ
す
れ
ど
も
、今
日
の
社

#
に
は

全
く
組
織
な
き
努
慟
溝
ぁ
り
て
、

#

潜
と

®

人
的
取
引
を
爲
し
、常
に
傭

*

に
致
さ

,̂
て、低
率
の
貨
«
を
以
て
勞
働
に
從
び
自
己
の 

他
位
を
改

&

す
る
能
は
ざ
る
も
の
お
り
。是
等
は
和
解
伸
裁
制
度
の
利
益
を
及
ぼ
す
能
は
ざ
る
、
.、

 

隈
級
に
嵐
し
、彼
等
の
地
位
を
改
善
せ
ん

5

す
る
に
は
.、
國
家
に
於
て
最
低
赁
銀
に
關
す
る
立
法 

を
制
宠
し
、货
鈒
の
低
落
せ
ざ
る
標
準
を
決
定
す
る
を
以
て
、當
而
の
急
務
と
す
可
し
。現
時
の

3 : 

摄
法
は
谷
國
に
於
て
漸
を
以
て
改
進
せ
ら
る
、
の

_
跡
ぁ
り
ビ

»

も
、其
規
定
‘の
及
ぶ
积
は
勞
儆 

.  

者
の
勞
働
條
仲
中
、勞
働
上
の
安
全

v
j

衛
生

' 
と
に
對
す
る
最
小
限
：の

‘
標
^

#{
に

勞

修
|̂
沿

の

矛
 

.

大
限
度
に

!!
;

ま
り
、此
以
上
に
出
づ

.
る
t

の
甚
だ
少
な
し
。即
ち
國
玟
的
衞
生
の
最
-小
隈
度
と
國

筋
十
傲

(

一
三
五
九

)

‘論耽ダヰク
ト

”
ァ
邦
じ
新_

蘭
勞
働
立
法€>
近

況

m
十
號.

.

.ニ
七.
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; '
说

，的

休

憩

の

最

小

啤

皮

ヒ

は

今H

0
H

場
法
に
依
つ
て
保
謎
せ
ら
る
く
ど
雖
も

t f
銀
よ
就
て 

は
然
る
も
の
あ
る

.
能
は
ず
。假
に
勞
働
考
に
し
て
安
全
な
る
狀
態
の

T

に
健
康
の
保
全
，に
適
す 

、

る
場
所
に
於
て
、

相
當
の
時
間
勞
働
に
從
ひ
、

之

.
に
對
.
す
る
質
鈒
の
支
拂
亦
確
實

R

行
は
る
、
ゼ
 

.、 

す
る
も
質

|

に
し
て

&

め
て
低
く
、生
活
の
必
要

.
に
應
，
る
に
足
ら
ず
と
す
れ
ば
、

#

等
の
«
廣 

は
直
に
傷
け
ら
れ

f

る
'を
得
ず
。兹
に
於

-
て
か
勞
働
の
安
全
、勞
働
漭
の

衛
生
を
保
全
す
る
爲
一
め 

,

に
_
家
を
し
て
其
最
小
限
度
の
標
準
を
定
め
し
む
る
に
至
れ
る
政
策
は
興
適
用
の
範
圆
を
搬 

.

張
し
て
低
廉
な
る

®

飯
ょ
り
生
ず
る
弊
魯
に
對
し
て
、保
障
を
施
す
る
に
至
る
も
の
な
り
。

今

業

國

の

.大都
會

..に

於
て
、不
熟
練
勞
働
者
の
大
多
數
が

文
明
の
恩
澤
に
浴
す

る

能
は

• 

さ
る
低
廉
な
る
質
銀
の
下
に
勞
働
し
つ

\

あ
る
の
事
實
は
從
來
幾
多
研
究
«
の
發
表
し
れ
る 

所
に

し

て、遠
 
<

 

は
ブ

ー
，
ス
氏
の

»
敦
に

於

け
る

生
活

i

勞
働

」

の
如

き
、
近

く
は
ロ
ォ
ン
ト
リ

I

 

氏

0「

贫
困
赛
働
者
は
如
何
に
生
活
す

る
か
/
ボ
ー
レ
ー
、ハ

ー

ス
ト
兩
戾
の

^

活

と
貧

P

の
如
き 

, 

ス
ト
ラ
ィ
ト
ッ
フ

氏
の

「

合
衆
國
に
於
け

る

-®
の
分
配

」

0

如
き
、何
れ
も
詳
細
な
る

數
字
を
极
據

ミ 

し
て
以
上

の

事
.情

を
說

明
し
た
る
も
の
な
ぅ
。

蓋
し
勞
働
者
の

間
に
鞏
固
な
る
圓
結
な
く
磁
て 

货
銀
の
決
足
に

就
て

圓
體
的
取
引
の
行

は
れ

ざ

る
は
、低
廉
な
る

赁
龈
を

生
ず

る
に
至
る
根

衿

の
原
因
に
し
て
、而
し
て
此
種
の
勞
働
漭
は
婦
人
不
熟
練
勞

#

潘
：2.
其
多
き
を
見
る
可
し
。闾

】

ン 

の
仕
事
に
對
し
て
、同

一

の
貨
龈
を
支
挪
ふ
の
原
則
を
確
立
す
る
は
、社
會
改
良
家
又
は

I I
:
會
主 

義
翁
が
婦
人
に
對
し
て
男
子
の
受
く
る

^

同
一
の
實
餵
を
給
與
す
る
に
至
ら
し
む
る
の
@
的 

を
以
て
、常
に
聲
言
し

X
、EL
ま
ざ
る
所
な
れ

r

も
、ホ
來
傭
者
が
婦
人
を
.勞
働
者
ビ
し
て
赝
入
る 

、
重
な
る
理
出
は
興
賃
銀
の
低
廉
な
る
に
存
し
、貨
鈒
に
し
て
^
女
勞
働
者
の
間
に
何
等
の
差 

別
な
し

ビ
す
れ
ば

#

に
婦
人
を
俾
役
す
る
の
必
要
を
生
せ
ざ
る
な
り
。而
し
て

一

方
に
婦
人
が 

#

に
低
廉
な
る
赁
鈒
に
安
ん
じ
て
勞
働
に
就
く
所
以
は

(

ご
婦
人

0

多
く

‘は

1

の
家
族
に
從
属 

し
、他
に
有
利
な

る

職
業
あ
る
も
之
を
求
め
て
移
動
す
る
に
雛
く
、

0
1

)

其
年

»

槪
し
て
若
く
、又
仕 

艱
に
無
經
驗
に
し
て
、殊
に
結
婚
ど
典
に
其
仕

®

を
棄
つ
る
爲
め

'
之
に
®
錬
す
る
の
機
會
に
乏 

し
く
、早
晚
仕
壤
を
棄
つ
る
の
念
あ
る
が
故
に
、必
ず
し
も
勞
働
倐
件
の
改
善
に
熱
心
な
ら
中
ヘ
一

a 

家
苌
ビ
典
に
衣
食

し
、
自

0

の
勞
働
に
依
つ
て
必
ず
し
も
生
活
费
の
全
部
に
相
當
す
る
收
入
を 

.

得_
る
を
念
と
せ
ず
、

(

四)

婦
人
勞
働
者

‘の
間
に
圆
結
の
鞏
固
な
る
も
の

\

存
せ
ざ
る
が
如
き
®
々
 

の
事
情
を
以
て

'•
其
重
な
る
理
ぬ

.
ビ
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。斯
る
婦
人
勞
励
著
あ

，!
)

て
•♦賃

銀

を

低

廉
 

な
&

し
む
る
に
加
へ
て
、不
熟
練
勞
碰
者
、組
織
を
缺
け
る
勞
働
者
、劣
等
な
る
生
活
程

'度
に
安
ん

.

、

;
 

锫
十
餘

(

ー三六プ

)

論

m

グキクト

3
ァ
'#
| ;
新时蘭
_
勞
働
立
法
の
近
況
_

笫
十
镪
 

土
ネ



.

绡十怨

.

2

三
六
ニ)

論

說

V

ヰ
タ
ト9
ア#
1:
»顧
四
蘭
勞
働
立
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辩
十

號

H
〇

ず
る
外
國
移
住
民
勞
働

*
の
あ

る
あ

り。一
方
に

傭

者
は
互
に
圆
結
し
各
自
勞
働
者
を
需
製
す 

る
に
就
て
、無
謀
の
鱗

^

を
敢
て
せ
ざ
る
他
の
一
方
に
職
業
を
求
む
る
に
忙
は
し
き
多
^
の
勞

働
遨

あ
り
て
、然

も
彼
等
の 

間
に
贤
鈒
を
低
減
し
、各
自 

る
は
想
像
す
る
に
難
か
ら 

.最
低
貨
鈒
に
關
す
る
立 

龈
の
低
落
を
許
さ
父
る
或 

典
心
身
を
*
敗
す
る
に
至 

其
後
に
於
て
は
貨
鈒
の
低

& ら る 法 ざ 競 間  

を ん 限 は る 荦 に  

以 と 度 な の 何  

て す を 國 . り 極 等  

各 る 足 の °勞 組 , 
自 場 む 勞 働 織 ' 
の 合 る 働 潘 統  

間 に 、も 蓉 の 制  

に 此 の ）1[ : 生 の  

競 限 な 會 活 見  

爭 度 り に 上 る

可
き

も
の
な
し
と

す
‘れ

ば
、«

潘
が
其 

堪
へ
得
ざ
る
程
度
に
之
を

至
ら
し
む

斯
る

^

相
の

®

著
な
る
に
當
つ
て

、
® 

勞
働
漭
が
極

S

な
る

贫
困
に
陷
り
て
、
 

に
し
て
削
定
せ
ら
れ
ん
か
、勞
働
潜
は 

を
誠
み
ん

i
せ
ず
#
ろ
興
能
カ
を
僧

r
 

.

迤
す
る
の
手
段
に
出
づ
可
く
、录
低
賃
鈒
の
劃
定
に
依
る
赁
銀
の
增
加
は
自
ら
.彼等
に
生
活
の 

^

' .
餘
裕
を
與
へ
て
、以
て
能
カ
の
增
進
を
企
て
し
む

*
る
の
效
粱
を
齋
す
可
く
、ー

 

方
に
傭
漭
亦
學
業 

、
 

經
營
の
方
式
を
改
良
し
、

»

銀
支
拂
高
の
增
加
に
基
く
負
擔
に
當
る
も
の

S

認
む
る
を
得
ベ
し
。
 

.

.

.

て
ク
ト
ジ
ア
州
の
最
低
賃
銀
制
度
に
就
て
は
、

®

に
之
を
論
述
し
た

Ky
o
 ̂—

ス
ト
ラ
、
シ

:

•
•

)

 

一

丨.
 

-

ア
の
全
體
に
就
て
沄
ベ
ば
、始
め
て
最
低
賃
銀
公
定
の
制

'

度
の
法

#

に
認
め
ら
れ
た
る
は
、千
八

. 

.

s
i
ŝ

i 

ン
、

 

•

 

.  

. 

' 

,

 

.

 

- 

..............................................................

 

•
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■

.

.
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.
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W

九
十
四
年
新
西
蘭
に
於
て
、强
制
伸
裁
法
に
就
て
法
律
を
制
定
し
れ
る
時
に
し
て
、グ
ギ
ク
ト 

リ
ア
州
の
法
律
は
之
ょ

b

後
る
、

.
こニ年に制定せられたぅ

i

雖
も
^
來
新
西
蘭
の
採 

律
は
勞
働
爭
議
に
對
し
て
强
制
伸
裁
の
方
法
を
設
け
、以
て
產
業
上
の
平
和
を
雛
持
す
る
を
以 

て、根
本
の
主
服
と
し
，ス

H

ッ
チ
ン
グ
防
遇
の
如
き
は

寧
ろ

其
副
業
た
る
も
の
な

h
即

ち
地
方 

和
解
局
は
ス

H  
f

，チ

V

グ

に
從

ラ
勞
働
者
の
請
.求
に
應
じ

て

、

最

低
赁
鈒

決
定
の
權
能
を
布
す 

れ
ざ
も
、お
解
局
本
來
の
職
分
は
他
の
方

1 !
に
存
す

.
る
も
の
ミ
す
可
く
、隨
て
三
ユ
ッ
チ
ン
ダ
の 

防
遏
を
宽
要
の

0

的
ビ
す
る
法
律
は
グ
キ
ク
ト
リ
ア
州
に
發
し
た

'る
に
外
な
、

b
ず
。其
後
千
九 

西
咯
询
濠
洲
に
於
て
、千
九
西
八

.
年
ク
キ

X

ス
ラ

ン

.
ド

に
於
て
、千
九
百
十
年
タ

ス

マ
ニ

ア
に
於 

て、グ
キ
ク
ト
リ
ア
州
の
法
律
を
模
傚
し
た
る
制
度
の
成
立
し
れ
る
の
み
な
ら
ず
、英
國
に
於
て 

は
千
九

'百
九
年
最
低
質
鈒
局
法
成
立
し
た
り
。而
し
て
北
米
合

衆

國
に
於
て
は
公
共
事
業
に

對 

し
て
夙
に

.
州
法
又
は
市
の
命
分
を
以
て
貨
龈
に
干
渉
を
加
ふ
る
の
制

’度
行
は
れ
、或
は
货
銀
率 

a t
も
の
を
決
定
し
威
は
一
般
に
行
は
る
、
赁
銀
率

(p
revailin

g

 

を
^
拂

ぅ

可
き
こ
ど
を
命 

令
し
、

一

般
代
行

.
は
る
、
赁
鈒
率
に
就
て
は
其
地
方
に
荐
す
る
職
エ

.
組
合
.の
標
準
食
銀

を

以
て 

之
に
宛
て
，又
質
銀
率
典
も
の
を
決
走
す
る
場
合
に
は
、例
へ
ば
加

一利
福
尼
に
於

て
、千
九
六
年

第
十
怨

2
H
六三〕

0

睨
ゲ
牛
タ
ト

V
ア幷

1-
新
西
瑙
勞
働
立
法
の
近
況
 

绡
十
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H
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§
1

'公
典
事
業
に

.

於
け
る
勞

.
働
者
の

.

®

低.
賃
銀
を
ド

：
H
 j1

弗
以
上

£

し
、マ
劣
チ
ユ

I

セ
ツ
、
州
に 

於
て
千
九
西
十

.
四
年
婦
人
掃
除
人
の
賃
銀
を
一
週
間
八
卵
以
，上：と
し

X
。

ホ'
1

ヶ

V

市
に
於
て
、
 

千
九
西
十
三
年
公
共
艱
業
に
於
け

る

勞
働
遨
の
賃
銀
を

 

一
H
 

ニ
弗
七
%
五
伸
以
上
と
し
れ
る 

が
如
く

#

れ
も
比
較
的
高

き

.

標
準
に

«

き

れ
り
滅
も
民
間
事
業
に
於

W

る
勞
働

#

の
質
銀
に 

對
し
て
法
律
上
の
干
涉
の
加
へ
ら
る
、

.

が
如
き
は
、最
近
時
に
至
る
ま
で
合
衆
國
官
拔
の
想

#
 

せ
'ざ
り
し
所
に
し
て
、千
九
莨
九
年
ニ
月
ネ
ブ
ラ
ス
ヵ
州
の
聋
法
部
に
^
國
の
生
活
程
度
を
維 

持
し
、勞
働
者
に
自
己
の
生
活
を
改

M
し
、其
兒
童
を
敎
育
し
^
赴
後
の
訐
を
爲
さ
し
む
る
爲
め 

に
、成
年
勞
働
漭
の
最
低
貨
鈒
を

】

定
し
ニ
時
間
に

#

き
ニ
十
仰

「

週
間
に
付
き
九
弗
と
し
、超 

過
時
問
の
勞
働
に
對
し
て
は

〗

時
間
に
付
き
ニ
十
五
仙
ビ
す

j

る
の
法
铸
案
提
出
せ
ら
れ
た
れ 

と
も
、深
く
世
人
の
注
意
を
视
す
に
至
ら
ざ
り
き
。然
る
に
千
九
西
十
ー

1
年
來
此

11
0

题
に
»
す
る 

風
潮

1

變
し
、同
年

.
マ
ッ
サ
チ
ユ

I

セ
ツ
、

'
州
に
於
て
始
め
て
最
低
質
鈒
法
の
成
立
.し
た
る
に
續
い 

5

十
三
年
に
は
加
利
福
尼
、コ
ロ
ラ
ド
、ミ
ン
ネ
ジ
タ
、ネ
ブ
ラ
ス
力
、

‘ォレゴン、ク

I

タ、華

S

頓
、
 

ゥ
キ
ス
コ
ン
シ
ン
の
八
州
に
同
樣
の
法
律
制
定
せ
ら
れ
、チ
九
西
十
五
年
に
は
ァ
ー
力

v

ナ
ス
、

ヵ
ン
サ
メ
の
ニ
州
亦
諸
州
の
例
を
逐
ひ
、今

m

に
於
て
は
十

一

州
の
.
多
き
を
數
ふ
る
に
至
れ
り
。

;

.

—

-
.
 

-

-

唯
，合
衆
國
现
在
の
最
低
質
銀
法
は
他
の
諸
國
に
於
げ
る
が
如
く
、一

 
般
勞
働
*
の
問
に
於
け
る 

メ
工ッチ

ゾ
ダ
を
防
遏
す
る
こ

S

を
目
的
ど
せ
ず
、寧

•
ろ
0

人
小
兒
の
ス

.
工
ッ
チ
ン
グ
の
弊
窨
を

M
 

る
こ
と
を
保

«

せ
ん
ビ
し
、隨
七
英
國
又
は
ォ
ー
ス
ト
ラ
、
シ
ア
の
制
度
に
比
較
す
れ
ば
^
適 

用
の
箱
圓
狹
隘
な
る
を
免
か
れ
ず
。是
れ
一
般
勞
働
者
に
對
し
て
最
低
賃
鈒
を
劃
定
す
る
こ

ビ 

の
各
州
憲
法
に
違
反
.せざ

る

や
否
や
の
疑
ゎ

 

'
又
成
年
勞
働

«

は
控
ら
_
己
の
利
益
を
保
譴 

す
る
の
遒
あ
る
に
反
し
、婦
人
小
兇
は
之
を
有
せ
ず
、ス
ェ
ッ
チ
ン
グ
の
勞
働
潘
巾
最
も
無

^

の
& 

位
に
居
る
の
理
由
に
基
く
も
の
と
す
可
く
、他
日
合
衆
國
に
於
，て、他
の

.
諸
國
：に於
け
る
が
如
く
、
 

法
の
逾
用
が

®!
張
せ
ら
る
、
や
否
や
は
一
箇
の
疑
間
な
り

^

に
合
衆
國
に
於
て
、ク
 

丨
タ
、ア
ー
力
ン

f

ス
の
兩
州
は
最
低
賃
銀
を
決
定
す
る
に
就
て
、賃
鈒
局
の
組
織
を
採
川
せ
す
、
 

所
謂
晝
二
制
度
に
據
ぅ
、前
者
に
於
て
は
十
八
歲
以
下
の
婦
人

 

一
R

の
賃
銀
七
十
五
仙
、無
經
驗 

婦
人
の
貨
鈒
九
十
仙
、經
驗

.
あ
る
婦
人
の
貴
銀

」

卵
ニ
十
五
仙
ビ
し

^

，るに
對
し
、

#
*

に
^
て
 

は
經
驗
あ
る
勞
働
潘
の
赁
銀
一
日
一
卵
ニ
十
五
仙
、六
筒
月
以
內
の
經
着
を
有
す
る
婦
人
の
货 

# ,I  

m

 

一
il
fi
'V
J
し
た
る
が
如
き
、最
低
貴
銀
制
度
ど
し
て
甚
し
く
幼
稚
な
，る

0;
嫌
を
免
が
れ
ざ 

る
な
九
然
れ
ど
も
最
低
賃
銀
制
度
を
以
て
職
ェ
組
合
の
主
義
と
相
容
れ
ざ
る
も
の
、
如
く
，に

第

十

卷(
〗

三
六
沉> 

論

說

グ

ヰ

ク

ト
^

邦
に
新
樹
蘭
勞
働
立
法
の
近
況
第
.
十

號

H
H



第
十
怨

a
H
六六)

論

0

グヰダト

9
ァ
邦
に
新
.
西

蘭

努

働

立

法

の

近

況

考

ふ

る

は

'

の誤
解
な
る
の
み
。兩
赉
の
間
に
何
等
衝
突
す
る
所
な 

組
織
は
却
て
*組
合
を
組
織
す
る
の
刺
戟

t

錄
り
、之

に
依
て
勞
働
着 

以
上
に
貨
銀
率
を
上
避
せ
し
む

る
を

得
べ
く
、現
に
.マ

ッ
サ
チ

ユ
ー 

刷
子

製
造
業
典
に

最
低

®

銀
の
公
定
に
促
？
れ
て

®

ェ
組
合

の
成 

.
最
低
貴
飯
公

®

の
制
度
は
諸
國
に
行
は
る
、
に
至
り
た
る
が

、|

も
の
を
決
忠
す
る
に
如
何
な
る
標
準
に
據

ら
ん

と
す
る

や
。.グ
牛

ク
 

號
べ
た
る

「

名
0

ぁ
る
備

«

の
支
拂
ふ
賃
鈒

」

な
る
文
字
が
法
#
ょ
り 

ff
ll:
會
に
生
稆
す

る
人
^
認

め
ら
る
ゝ
平

均
勞
働

*
0

J E

常
要
求
を

て
勞
働
者
に
生
活
質
銀
を

保
®

せ
ん

^

し
、貨
銀
局
が
.ス
ェ
ッ
チ

ン
グ

に
關
係
せ
ざ
る
事
業
に 

適
用
せ
ら
る
、
に
及
ん
で
勞
働

#

の
熟
線
を
も
參
酌
し
、最
低
貨
龈
を
生
活
貨
鈒

以
上
に

®

 

く 

に
K
-r
-れ
 
々
-.
e
rf
n

し
て

勞
働
考

の

J0
子
た
る
ビ
婦
人
た
る
ビ
に
侬
つ
て
、最
低
©
銀
に
或
る
區
別
を 

爲
す
は
方
丨
ス
ト
ラ
、
シ
ァ
に
於
て
夙
ぬ
問
題
に
上
れ
り
。蓋
し
男
子
は
通
例
家
族
を
扶
持
す 

る
の
貴
任
を
布
す
る
が
故
に
、其
生
活
質
顧
は
家
族
扶
持
の
费
用
に
相
當
す
る
も
の
な
ら
ざ
る 

可
か
ら
ざ
る
に
皮
し
、婦
人
は
自
己

.

；

人
の
生
活
を
支
う
れ
ば
即
ち
足
る
を
以
て
、典

®

銀
’の最

辩

十

號

H
四 

き
の
み
な

ら

ず
、©
銀
局

0 

を
し
.
て
法
足
の
最
低

©

® . 

セ
^

、
州
に
於
て
は

.
、糖

m

、
 

立
を
街
ぐ
る
を
見
た
り
。
 

方
に
諸
國
は
最
低
貨
龈
其 

ト
リ
.
ァ
州
に
於
て
は
、鏡に 

撤
去
せ
ら
れ
て
以
來
文
明 

以
て
其
標
準
に
充
て
斯
く

辟? ^ ^ か^  .饱

..
小
限
度

も
亦
之
を
基
礎

i

し
て
定
む

可
く
、
婦
人
が
時
に
其
收
入
を
以
て

‘或
る
程
度
ま
で
家

ft
* 

を
營
む

こ

ビ

あ

$ 
i

す
る
も
、
斯
の
如
き
は

1
箇
の
除
外
例
ど
し
て
之
を
認

め
f
、w
 
く
て

y
女

. 

勞
働
者
が
同
一

の
職
業
に
就
け
る
場
合
に
は
、其
最
低
賃
銀
は
性
の
差
に
依
つ
て

當

然

區

別
と 

ら
る
、

に

至
る
も
の
な

り
0

:

英

睦
に
於
て
も
法

#

は
煨
低

«

銀
の
標
傘

le
n j
に
せ

t '
lt
.一 

般
の
惯
行
ょ

b

云
ふ
ヾ

」

き
ま 

j

の
«

方
に
於
け
る
或
る
職
業
全
©
の
貨
銀
を
其
地
方
に
於
け
る
最
高
の
貨
銀
に
近
づ
ハ
し 

む
る
こ
ど
を
期
す
る
も
の
と
見
る
可
く
、各
種
事
業
に
就
て
.決
定
せ
ら
れ
た
る
最
低
質
鈒
が

f
t 

低
®

銀
法
實
施
以
前
に
行
は
れ
た
る
賃
銀
に
比
較
し
て
、高
位
に
居
れ
る
や
論
を
俟
た
ず
。

(

本_
 

第
人

^

第
ニ
獄
英
國

®

低
賃

0
裁
定

局
法
施
行

の
狀

ff
i

參
照

)

合

衆
國

R

於
て
は
，

®

低
貨
銀
法 

を
實
行
す
る
各
州
の
法
律
は
多
く

「

適
'當
な
る
生
活
に
必
要
な
る
费
用

」

又
は
«
康
並
に
幸
福
を 

雜
掩
す
る
に
必
要
な
る
费
用

」

等.
の
文
字
を
用
ひ
て
、最
偶

©
0
の
«
準
を
示
さ
ん
ど
す
る
も
の 

\
如
し
。同
國
の
最
低
貨
銀
.法は
婦
人
並
に
小
兒
の
賃
銀
に
適
用
せ
ら
れ
、¥
し
て
是
等
の
锻
は 

多
く

^

族
ふ
典
に
生
游
し
家
長
の
收
入
に
侬
賴
し
て
生
活
を
圣
ぅ
す
る

4

0

の
な
る
が

&

に、翁 

漭
は
此
關
係
を
參
酌
じ
て

、
*
低
貴
銀

'を.
或
る

■程.皮
ま
で
低
位
に
镫
.ぐ
こ
ど
を
喪
求
す
る
の
風

辦

十

卷

a

三
六
七)

論

*
說

.

グ
キ
ク
ト
リ
ァ
神
に
新
西
蘭
賢
働
立
法
の
逝
況
第
十
號 

'

證



-

猫
十
泡

,(
I

三六八

)

' 
論
'g

グキクト

9
ァ.
弁
ド
新
西
蘭
勞
働
立
法
の
近
'況
 

第
十
號' 

三六

あ
&

と
雖
も
、當

.
局
#

は
斯
る
要
求
に
何
等
の
霉
き
を
遛
か

.
ず
、獅：力
を
以
て
ホ
活
す
る
,
人
の 

生
活
费
を

«

準
に
充
て
ん
ビ
し
挺
來
最
偶

»

0

法
の
制
定
せ
ら
る
ゝ
や
、̂
州
共
に
其
實
施
に 

先
だ
ち
生
活
養
の
調
避
，を
企
つ
る
の
常
に
し
て
、マ
ッ
ナ
チ
：ユ

I

セ
ッ
ヽ
州
に
於
て
は
ボ
ス
ト 

V

市
に
就
て
右
.の
费
用
を

#
週
八
弗

ニ
十
八
仙
、ォ
レ

ゴ

ン
«

に

於

て

は

、
ポ
：1

ト
ラ
ン
ド
市
に 

就
て
之
を
年
額

5&
:

茛
四
十
五
：

g

と
計
箅
し
た

P

O

0

者
に
於
て
最
低
賃
銀
が
職
業

の
®

類
€
所 

在
地
の
如
何
と
に
依
つ
て
ニ
週
八

®

二
十
五
仙
ょ
り
九
®
一

 |

十
五
伸
の
問
を
上
下
す
る
が
如 

き
、右
の
费
用
を
极
據
と
し
れ
る
こ
と
を
認
む
可
し
。

.
最
低
貴
銀
の
決
足
に
就
て
問
題

£

爲
る
は
、失
業
期
間
忙
於
け
る
赁
鈒
減
損
の
處

1

業
利 

益

の
增
減
に

*

す
る
關
係
、未
成
年
潜
、徒
弟
、不
熟
練
勞
働
者
の
賃
銀
に
對
す
る
關
係
是
れ
な

6
0
、
 

勞
働
遨
の
從
事
す
る
仕
.爭
に
规
雜

?>
る
5

將
%

又
其
不
規
律
な
る

.̂

の
相
違
.が
一
般
货
鈒
の 

決
足
に
大
な
る

1 !
係
を
有
す
る
は
、,
甶
の
事
實
に
し
て
、仕

.
事
が
性

®

上
不
親
#
な
る
爲
め
に 

今

B

之

.に

從

事

す

る
4
0

叹

日

に

於

け

.る
M

位

の
&•
^
ff
l
'

b
^i
る

可

か

ら

す

と

す

れ

»'
、
規

你

あ
. 

る

>(
:
|
¥
に
從

^
?
す
る
、*
に

]:
1

較
し
て

‘或
'る
程

'度

ま

.で

高

串

の

賃

銀

を

收

め

.、
•$
'
‘る
を

#

ず
。薇
し 

谕
漭
の
地
位
に
居
る
翁
は
平
生
賃
銀
の

.1

修
分
を
節
約
し
て
、以
て
失
業
時
杧
於
け
な
生
活
に

.

:彳 

I

I

'備
へ
ざ
る
可
か

I

る
を
以
て
な

I

に
於
て
か
、マ
ツ
ナ
チ
ユ

i

セ
ツ
.、、贫

' V
ゴ
ン
華

5
 

.
諮
仰
に
於
て
は
最
低
賃
銀
の
決
定

^

際
し
、失
業
時
の
貨
鈒
減
損
を
參

»

す
る
力
針
を
を

L

太

利

に

於

て

も

亦

產

業

，上

の

原
_

に
胚
胎
す
る
失
業
は

I

の
5

 

S

入

し

、例

へZ
船.

人
夫
の

.f

失
業

s

u

i

2

J

 

£

?

l

s

a

Q

s

m

 

を
以
て
ニ
勉

間
の
生
活
费
を
平
均
す
る
の
處

«

ャに
出
で
た

&
。是
れ
即
ち
千
九
西
和
珂
年

t1 

«

绑
赁
銀
洵

#f
に
利

裁
々
；g

:

所
判
事

.
ヒ
'
ツ
ギ
ン
ス
氏
の
決
定
し
だ
る
所
に
し
て

、
^
及
.く 
) 

^
 

S

傭

者
を

し
て
、

斯

る
貨
龈
制
度
の
下
に
船
渠
、

A

夫
の
傭
入
解
傭
を
不
規
則
に
し
、彼

U

 

W

的
勞
働
漭

S

し
て

待
®

す
る
の
不
利
益
を
感
ぜ
し
め
、勞
働
漭
の
就
職
上
に
规
咖
を
膝

^

〜

 

め
ん
要
る
も
の
に
外
な

I

、常時
フ
ー
ユ

i

r

f

ッ
，
ン

」

I

温

f

雪

し

I

s

®

傲
者
と
展
な
ぅ
濠
洲
並
に
.新西
蘭
の
政
治
家
が
制
度
の
眞

.
精
神
を
理
解
し
、社
會
り
新

に
適
應
す
る
に
課
ま
ら
ず
と
し
た
る
沂

KI
.
ょ
h
-
o へ
 Tile. N

e
w

 statesman. 

J
c
n
e 

6 
^

n

 

,

〈
1914. p

p
,262-64 

•}

最

低

質

飯

を

.決

定

す

る

に

當b
、當

該_

業

の.
利
益
を
參
酌
し
、其
利
益

.
の
寒
.小
な
る
場
合 

は
貨
.銀
其
も
の
を
或
る
程
度
ま
で
低
位
に
镫
{
可
き
や
杏
や
。換
言
す
れ
_
最
低
貨
銀
は

I 

穿

の

生

活

參

し

5

S

に
決
定
す

J

も
の
な
る
か
、將

5

 
s

 

Q

利
纏
を

.

第

志

(
一
三

1

ハ
九〕

0

說 

'ヴ
牛
ク
ト
リ
ア
拌
に
齧
蘭
熒
働
立
法
の
近
況
.

婼
十
號.

、
三
UJ



第

十

卷
(

一
三
七
0)

蹢

0

ダ
ヰ
タ
ト
V
T#-
I:
新
^

_勞
働
立
法
0
纸
況
' 

.
ン
第
十
號
.

.

三
八

準
ど
し
て
、容
觀
的
に
決
足
す
可

&

も
の
な
る
や
の
問
題
を
生
ず
可
し
。事
業
.の
利
益
が
蘇
小
に 

し
て
、公：權
に
依
て
高
位
に

S

め
ら
れ
た
る
嚴
低
貴
銀

.
を
支
掃
ふ
に
堪
へ
あ
る
場
命
に
、法
嗶
を 

以
て
共
支

#

を
强
耍
せ
ん
か
、事
業
の
存
在
を
危
ぅ
す
る
の
結
：粜
な
き

■を
#

ず
。是
れ
事
業
の
刺 

益
難
小
な
る
場
合
に
、其
！

t

小
な
る
事
を
最
低
賃
鈒
決
宛
の
一
標
来
.に充
つ
可
し
ビ
云
ふ
說
の 

行
は
る
、

©

以
な
れ
ど
も

'

國
の
祉
會
生
活
を
完
全
な
ら
し
む
る
の
見
地
ょ

b

云
ふ
ビ
き
は 

r

る
^

業
が
最
低
货
銀
の
影
響
を
受
け
て
、壞
滅
す
る
は
、必
ず
し
も
憂
ふ
可
き
听
に
非
ず
、不

1-
1
之 

を
讀
滅
せ
し
む
る
こ

(£
:

か
*

低
«

銀
の
期
す
る
所
の

】

た
る
も
の
な
り
。蓋
し
或
る

^

樂
に

ス
 

H

、
チ
ン
ク
朽
は
れ
て
之
に
從
摩
す
る
勞
働
藉
に
生
活
貴
銀
す
ら
支
挪
は
ず
ど
す
れ

ば
、其
勞 

働

**
は
常
に
生
活
上
に
不
滿
足
を
感
じ
、心
身
困
猶
し
て
、其
勞
働
能
力
の
低
下
す
る
を
免
か
れ 

ざ
る
の
み
な
ら
ず
舳
年
時
に
於
て
老
後
の

.
生
活
を
支
ゆ
る
の
針
を
爲
す
能
は
す
、就
業

巾
に

失 

業
畤
の

.
圃_

に
備
ふ
る
能
は
ぎ
る
：を
以
て
、彼
等
に
し
て

一

朝
逛

®
V
J

爲
&
、一
 

旦
失
業
せ
ん
か
、
 

直
に
公
共
の
救
助
に
依
て
生
链
せ
ざ
る
を
得
す
。然
ら
ば

.
ス
エ
ッ
チ
ン
グ
の
行
は
る
、
離
業

は 

事
業
主
自

'ら
當
然
勞
働

0

に
支
拂
ぅ

‘可
き

Il
i

常
の
.報
酬
を
支
挪

.は
す
社
會
を
じ
て
其
一
.部
分 

を
負
擔
せ
し
む
る
も
の
に
し
て
、其
寄
生

a

的
性
質
を
有
す
る

e

»

せ
ら
る

ま
所

以

な

り

。

#;
に

I

I

!I

I
1

S_
1

i ;

1;

V

\
V

!

於
て
か
濛
洲
に
於
て
は
、最
低

®

銀
を
決

'定
す
る
に
就
て
、當
該
事
業
の
利
参
如
何
を
淼
酌
せ
す 

箏
ろ

&

槳
の
繁
昌
し
つ
、
ぁ
る
時
の
利
益
を
標
準

ビ
し
、若
し
も
當
業

*

が
最
低
®
^
以
下
に 

K
m

を
低
減
す
る
を

#

ざ
る
爲
め
に

^

業
を
維
持
す
る
能
は
ざ
る
の
狀

B

を
生
す
れ

ば
、
び

 ̂

の
墩
滅
す
る
を
以
て
、可
な
り

V」

す
る
の

.
方
針
を
持
す
る
も
の
、
如
し
。合
衆
國
に
於
て
ょ

i
 

M 

の
方
劍
必
す
し
も
斯
く
徹
底
せ
す
、コ
口
ラ
ド
、マ
ッ
サ
チ
ユ
！
セ
ツ
、、、か
ズ
ラ
ス
力
諸
生 

活
嫂
ビ
營
業
の
盛
衰
と
を
考
量

し
、
現
に

' 
マ
ッ
ナ
チ
ユ
ー
セ
ツ
、
州
に
於
て
、

M

子
製
造
業

1 :

冷、
 

け
る
最
低
資
銀
を
決
足
す
る
に
當
り
、婦
人
勞
働
漭
の

0

活
に
必
•要な
る
费
用
は
一
週
問
\
卵 

，以
上
ビ
計
箅
せ
ら
れ
れ
る
に
拘
は
ら
中
、事
業
の
狀
況
に

「

§

0

0

0

が
普
通
以
上
の
時
問
勞 

.
働

せ

さ

.れ

は

一

週

間

七

茆

の

賃

銀

を收

得
す
る
能
は
ざ
る
程
度
に
時

.
間
賃
銀
を

®

き
れ
る
が 

如
き

'其

一

■
例
を
以
て
見
る
可
き
も
の
な

.
b
o

M

瓜
貴
銀
法
に
於
て

は
、
ルノ年

^

弟
、®

經
驗
勞
働
者
等
に
對
し
て

#

別
の
賃
銀
率
を
決
定
す 

る
を
以
て

一
般
の

例
と
す

。
®

れ
老
年
又
は
虛
弱
の
勞
働
*
に
最

低
賃
释
以
下
の
貨
龈
率
を
以 

て
就
業
す
る
の

#

，許
を
與
へ
、以
て
彼
等
の
勞
働
上
に
於
け

る
地
、位
を
保
障

•

す
る

；

t

同

一
の

趣

. 

意
に
出
つ

る
も
の
な
ぅ
。合
衆
國
諸
州
の
法
律

{-
:

.於
て

は
、f t
點
に
就

で
單
に

「

r -
l

A)
童
並
に
徙
免
に

か1

港

(
I

三七

〗 )

論
.
說

グ

ヰ

ク

ト

リ

ァ

邦

に

新

西

繭

勞

働

立

法

の

近

況

第

十

號
§



§

.l
g

潜g

1

笫
十
怨
ノC

l

三
七.
；

一 )  

'
，
論

說

、ヴ
牛
ク
ト
リ
ァ
幷
に
新
瓯
闕
赞
働
立
法
の
近
況
第
十
號
四
〇

對
す
る
赁
銀
は

.
適
當
の
も
の
れ
る
可
し

」

と
の
規
定
を
說
け
*
低
貨
维
ど
共
に
當
屈
者
を
し
て 

之
を
決
定
せ
し
む
。例
へ
ば
ォ
レ
ゴ
ン
州
に
於
て
は
二
年
以
上
仕
事
に
經
驗
ぁ
る
婦
人
の
最
低 

貨
銀
を
仕
事
ど
地
方

i

に
侬
つ
て
、一
週
間
八
茆
ニ
十
五
仙
乃
至
九
弗

11

十
五
仙
ビ
し
、一
方
こ
，

 

年
少
婦
人
並
に
無
經
驗
婦
人
の
賃
鈒
を

1

週

間

六

峁

ビ

し

た

り

、或

は

兩

薺

の(|
|
]
に

斯

る

楚

別
 

を
設
く
る

.
ビ
き
は
、熟
練
を

©

す
る
こ
ビ
の
少
な
き
仕
事
に
於
て
は
、成
年
勞
働
者
を
雄

^

し
¥
 

少
漭
又
は
無
經
驗
勞
働
潜
を
し
て
之
に
代
ら
し
む
る
に
至

る

を
以
て
、此
困
難
に
當
る
爲
め
、徒
 

第
期
間
を
經
過
し
た
る
こ

£

の
久
し

.
き
莕
に
對
し
て
、貴
餵
を
加
重
す
る
の
必
要
を
認
め
ら
れ
、
 

>

ッ

サ

チ

ユ

ー

セ

ッ

ヽ

州

0

糖
菓
製
造
エ

«

に
於
て
は
全
く
無
經
驗

9

勞
«
*
の
鍛
低
货
鍬 

ば
一
週
間
五
茆

i

し
、一
年
■以
上
ニ
简
年
半
の
經
驗

ぁ
る

者
に
は
之
を
六

®

七
十
五
仙
'
馏
衫 

半
以
上

ニ
筒

年
以
內
の
經
驗
ぁ
る
者
に

.
は
之
を
七

®

七
十
五
仙

X

し
、j

方
に
ニ
年
以
上
の
筂 

驗
6

る
勞

#

者
の

©

銀
は

八
^

七
十
五
仙
ビ
し
.た

凡
間

®

に
就
て
煨
も
多
く
の
實
驗
を
有
す
る
は
即
ち
、グ咔
ク

 
'ト
リ
ァ

•
州
な

6
。同
吶
に
於
て 

は
貨
銀
屈
創
設
の
當

.
初
ょ
り
少
年
勞
働
者
の
勞
働
に
對
し
て
裥
限
を
加
ふ
る
こ
ヾ

」

を
以
て
、第 

1

成
年
勞
働
潘
に
職
業
を
保
障
し

^

る
職
業
に
勞
働

#

の
供
給
過
剩
ビ
麓

.
る
を
抑
制
し
て

、«

4 :
^

务
の
通

^

を
容

^

に
し
第
ニ

^

働
洛
が
成
年
に
達
し
た
る
と
き
に
、

«

r-
1
勿
に
士
事
に

1

P. 

し
む
る
を
得
る
の
み
な
ら
ず
、徒
弟
の
期
間
仕
事
を
線
習
し
て
、熟
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